
広
島
県
訓
令
第
三
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本 
 
 
 
 
 
 
 

庁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地

方

機

関

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

 

広
島
県
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

広
島
県
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
広
島
県
訓
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
四
号
中
「
出
納
長
及
び
」
を
削
る
。 

第
五
条
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
そ
れ
ぞ
れ
、
広
島
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成

十
九
年
広
島
県
訓
令
第
二
号
）
に
よ
り
担
任
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
務
に
つ
い
て
」
を
加
え
る
。 

第
七
条
中
「
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
」
を
「
次
に
掲
げ
る
も
の

を
除
き
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
広
島
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程
に
よ
り
担

任
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
務
に
つ
い
て
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、

同
条
第
九
項
中
「
事
業
調
整
監
」
の
下
に
「
、
資
金
管
理
監
」
を
加
え
、
「
、
出
納
管
理
監
」
を
削
り
、
同

項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
項
を
同
条
第
九
項
と
す
る
。 

第
九
条
第
二
項
中
「
出
納
長
室
」
を
「
会
計
管
理
局
」
に
、
「
部
長
及
び
局
長
」
を
「
副
知
事
」
に
改
め
、

同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

決

裁

区

分 

第

一

順

位

者

第

二

順

位

者 

副
知
事 

総
務
部
長 

会
計
管
理
局
長 

第
十
条
後
段
中
「
の
は
、
」
を
「
の
は
」
に
、
「
読
み
替
え
る
」
を
「
、
同
条
第
二
項
の
表
中 

 
総
務

部
長 

会
計
管
理
局
長 

 

と
あ
る
の
は 

 

会
計
管
理
局
長 

総
務
部
長 

 

と
読
み
替
え
る
」
に
改
め

る
。 第

十
二
条
中
「
（
大
学
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

別
表
第
一
中 

 

部 

室 

名 
 

 
 
 

幹 

事 

室 

長 

等 

出 

納 

長 

室 

出
納
総
務
室
長 

  

部 

局 

名 
 

 
 
 

幹 

事 

室 

長 

等 

会 

計 

管 

理 

局 

会
計
総
務
室
長 

別
表
第
二
室
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
四
十
七
号
を
第
四
十
九
号
と
し
、
第
三
十
九
号
か
ら
第
四
十
六
号
ま

で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
欄
第
三
十
八
号
中
「
育
児
」
を
「
勤
務
時
間
等
条
例
第
八
条
の
二
の
規
定
に

よ
る
育
児
」
に
、
「
制
限
の
承
認
」
を
「
制
限
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
四
十
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。 

「 

」
を 

」
に
改
め
る
。 

「 

「 

」 

「

」



三
十
九 

勤
務
時
間
等
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
の
承 

 
認 

別
表
第
二
室
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
三
十
七
号
を
第
三
十
八
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三
十
七 
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
広
島
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
勤 

 

務
時
間
等
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
休
憩
時
間
の
短
縮 

  

別
表
第
三
出
納
長
室
の
部
中 

 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
部
用
度
室
の
項
部
長 

  専
決
事
項
の
欄
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
項
局
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

収
支
の
原
因
と
な
る
行
為
に
つ
い
て
決
裁
を
経
た
も
の
の
物
品
の
購
入
、
修
繕
、
売
払
い
及
び
会
計 

 
 

管
理
局
長
が
別
に
指
定
す
る
借
入
れ
の
契
約 

 

別
表
第
三
出
納
長
室
の
部
用
度
室
の
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号

中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
局

長
」
に
改
め
、
同
表
総
務
部
の
部
総
務
管
理
局
の
款
文
書
法
制
室
の
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
一
号
を
削

り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
款
行
政
管
理
室
の
項

局
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
及
び
同
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中
「
（
大
学
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、 

   

同
表
県
民
生
活
部
の
部
中 

 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
表
福
祉
保
健
部
の
部
中 

 

  
 
 

「 

  
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
部
保
健
医
療
局
の
款
保
健
対
策
室
の
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中
「
結
核 

  

」 
 
 

」 

予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
」
を
「
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
」
に
改
め
、
同
号

中
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第

四
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号

中
「
第
三
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄

第
二
号
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
臨
時
の
予
防
接
種
」
の
下
に
「
（
結
核
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
表
農
林
水
産
部
の
部
総
務
管
理
局
の
款
団
体
検
査
室
の
項
室
長
専
決
事
項

の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

七 

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
（
第
八
十
六 

 

条
第
二
項
、
第
九
十
二
条
第
三
項
、
第
九
十
六
条
第
三
項
及
び
第
百
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場 

出納長室 

「 

」 

会計管理局
「

」

出納総務室
「

」

会計総務室
「

」

私学振興室 

「 

」 

学事室
「 

」

保安室
「

」

消防・保安室
「

」

医療保険室 

国保医療室 

「



 

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
仮
理
事
の
選
任
又
は
総
会
の
招
集 

別
表
第
三
農
林
水
産
部
の
部
農
水
産
振
興
局
の
款
漁
業
調
整
室
の
項
局
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。 

四 

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）
に
基
づ
く
知
事
の
権
限 

 

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

 

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
遊
漁
船
業
団
体
の
指
定 

 

 

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
善
命
令 

 

 

第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
遊
漁
船
業
団
体
の
指
定
の
取
消
し 

別
表
第
三
農
林
水
産
部
の
部
農
水
産
振
興
局
の
款
漁
業
調
整
室
の
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
二
号
を
削

り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

小
型
漁
船
の
総
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
）
第
一
条 

 

第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
小
型
漁
船
の
総
ト
ン
数
の
測
度
（
主
た
る
根
拠
地
が
芸
北
地
域
事 

 

務
所
及
び
備
北
地
域
事
務
所
の
所
管
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

別
表
第
三
都
市
部
の
部
都
市
事
業
局
の
款
建
築
指
導
室
の
項
局
長
専
決
事
項
の
欄
第
六
号
中
「
住
宅
金
融

公
庫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
九
項
」
を
「
独
立
行
政
法
人

住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
十
六
条
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
第
六
項
」

に
改
め
、
同
欄
第
七
号
を
削
り
、
同
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

四 

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
第
十
六
条
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
第
六
項
の
業
務
委
託
契 

 
 

約
に
よ
る
工
事
の
審
査 

別
表
第
五
地
域
事
務
所
長
の
項
第
十
三
号
中

か
ら

ま
で
を
削
り
、
同
号

中
「
立
入
調
査
等
」
の
下

に
「
（
自
作
農
財
産
に
係
る
も
の
を
除
く
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
号

を
同
号

と
し
、

同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
項
中
第
十
四
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
削
り
、
第
十

八
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
二
十
八
号
中

「
第
十
三
号

並
び
に
第
二
十
三
号

及
び

」
を
「
第
十
三
号

並
び
に
第
十
九
号

及
び

」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
二
十
四
号
と
し
、
同
表
呉
地
域
保
健
所
長
及
び
福
山
地
域
保
健
所
長
の
項
第
一
号
中

を


と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を


と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
療
養
病
床
」
を
「
病

床
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

 

 

第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
等
に
関
す
る
情
報
の
報
告
の
受
付 

 

 

第
六
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
是
正
の
命
令 

別
表
第
五
呉
地
域
保
健
所
長
及
び
福
山
地
域
保
健
所
長
の
項
第
七
号
を
削
り
、
同
項
第
八
号
中

を

と

し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

 

第
七
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
者
の
指
定
及
び
検
査
命
令 

 

 

第
七
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
等
の
一
時
中
止
命
令 

 

 

第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
等
措
置
命
令 



 

 

第
七
十
六
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
等 

 
 

第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
、
立
入
検
査
及
び
質
問 

別
表
第
五
呉
地
域
保
健
所
長
及
び
福
山
地
域
保
健
所
長
の
項
第
八
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
第
七
十
二
条
の
三
」
を
「
第
七
十

二
条
の
四
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

 

第
七
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
是
正
の
命
令 

別
表
第
五
呉
地
域
保
健
所
長
及
び
福
山
地
域
保
健
所
長
の
項
第
八
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
第
三
十
九
条
第
一

項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

 

第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
薬
局
に
関
す
る
情
報
の
報
告
の
受
付 

別
表
第
五
呉
地
域
保
健
所
長
及
び
福
山
地
域
保
健
所
長
の
項
中
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第

十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
九
号
中
「
第
一
号

、

、

及
び

」
を
「
第
一
号

、


、

、

及
び

」
に
、
「
第
八
号

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第
十
一
号


」
を
「
第
七
号

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

及
び

、
第
十
号

」

に
、
「
第
十
二
号

、
第
十
四
号

」
を
「
第
十
一
号

、
第
十
三
号

」
に
、
「
第
十
七
号

、

及
び


」
を
「
第
十
六
号

、

及
び

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
八
号
と
し
、
同
表
呉
地
域
保
健
所
長
の

項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
結
核
予
防
法
に
よ
る
補
助
金
」
を
「
結
核
予
防
費
補
助
金
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
表
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

の
項
第
一
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

 

第
三
十
八
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
精
神
医
療
審
査
会
へ
の
通
知 

別
表
第
五
広
島
西
飛
行
場
長
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

総
合
技
術
研
究
所
長 

   

一 

広
島
県
職
務
発
明
規
則
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
出

願 

二 

広
島
県
研
究
開
発
評
価
委
員
会
設
置
要
綱
（
平
成
十
八
年
七
月
三
日
制

定
）
に
基
づ
く
知
事
の
権
限 

 
 
 

附 

則 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


